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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の先端部に設けられ、被検体に向けて照明光を照射する内視鏡用投光ユニットに
おいて、
　所定波長の光の一部を吸収して波長変換することにより蛍光を生成し、残りの光を透過
することにより、前記所定波長の光と前記蛍光を含む照明光を出射する波長変換部材と、
　前記波長変換部材を出射した照明光を透明な基材中に混入した散乱部材で散乱させて前
記照明光の広がり角を拡大する広がり角拡大部と、
　前記被検体に向けて前記散乱させた照明光を照射する照明窓とを備え、
　前記波長変換部材と前記広がり角拡大部、及び、前記広がり角拡大部と前記照明窓は別
体で密着して構成され、前記広がり角拡大部の前記基材の屈折率は、前記波長変換部材の
屈折率と前記照明窓の屈折率の間の値であり、
　前記波長変換部材及び前記広がり角拡大部は略円柱形状を有しており、前記広がり角拡
大部の径は前記波長変換部材の径よりも大きいことを特徴とする内視鏡用投光ユニット。
【請求項２】
　前記波長変換部材の屈折率は、１．４６～２．０の範囲内であり、前記照明窓の屈折率
は、１．４０～１．９の範囲内であり、前記基材の屈折率は、前記波長変換部材及び前記
照明窓のそれぞれの屈折率の値の組み合わせに応じて、１．４０～２．０の範囲の中から
選択されることを特徴とする請求項１記載の内視鏡用投光ユニット。
【請求項３】
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　前記基材の屈折率は、前記波長変換部材の屈折率と前記照明窓の屈折率の二乗平均値で
あることを特徴とする請求項１記載の内視鏡用投光ユニット。
【請求項４】
　前記波長変換部材には前記散乱部材は混入されていないことを特徴とする請求項１ない
し３いずれか１項記載の内視鏡用投光ユニット。
【請求項５】
　前記基材は有機材料であることを特徴とする請求項１ないし４いずれか１項記載の内視
鏡用投光ユニット。
【請求項６】
　前記基材はエポキシであることを特徴とする請求項５記載の内視鏡用投光ユニット。
【請求項７】
　前記基材は無機材料であることを特徴とする請求項１ないし４いずれか１項記載の内視
鏡用投光ユニット。
【請求項８】
　前記波長変換部材を保持するフェルールと、前記広がり角拡大部とを保持する金属製の
スリーブを備えることを特徴とする請求項１ないし７いずれか１項記載の内視鏡用投光ユ
ニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡の先端部に設けられ、被検体に向けて照明光を照射する内視鏡用投光
ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野においては、内視鏡を用いた被検体内の診断及び治療が広く行われている。内
視鏡は、被検体に挿入される挿入部を備えており、この挿入部の先端部に設けられた照明
窓から被検体に向けて照明光が照射される。そして、照明光で照明された被検体を、挿入
部の先端部に設けたCCDなどの撮像素子で撮像し、この撮像により得られた撮像信号に基
づいて、モニタに内視鏡画像を表示する。
【０００３】
　被検体内の照明には、キセノンランプやハロゲンランプなどの白色光が用いられること
が多いが、キセノンランプ等は、比較的大型であり、また消費電力も大きいといった問題
がある。これに対して、特許文献１及び２では、青色LED（Light Emitting Diode）の青
色光とこの青色光で蛍光体を励起することで発光する蛍光との合波によって白色光を生成
している。このように、青色LED及び蛍光体を使って白色光を生成することで、キセノン
ランプ等に対して、小型化と省電力化を図ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－６１６８５号公報
【特許文献２】特開２００６－１７３４９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１のように、青色LED及び蛍光体を用いて白色光を生成した場合には、小型化
と省電力化を図ることができる一方、蛍光体の光拡散特性は波長依存性を有しているため
、蛍光体から出射する励起光である青色光の広がり角と、その青色光により励起される蛍
光の広がり角との間に差が生じることがある。例えば、中心波長４０５ｎｍの青色レーザ
光と中心波長４４５ｎｍの青色レーザ光で蛍光体から蛍光を発光させた場合には、図１１
に示すように、蛍光の広がり角が一番広く、中心波長４０５ｎｍの青色レーザ光及び中心
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波長４４５ｎｍの青色レーザ光の広がり角は蛍光よりも狭くなっている。このように広が
り角に差がある状態で青色光及び蛍光を被検体に照射した場合には、被検体上で色むらが
生じてしまう。色むらが生じた状態で撮像した画像では、正確な診断を行うことができな
いことがある。
【０００６】
　色むらの発生を防ぐ方法の一つとして、直進的に出射する青色光を散乱させるフィラー
を蛍光体に混入させることが考えられる（例えば、特許文献２参照）。しかしながら、一
般的には、蛍光体へのフィラーの混入は、励起光である青色光を拡散する機能と、その青
色光により蛍光体で励起される蛍光を放射する機能とを分離しにくくなるため、完全に色
むらを無くすことは困難である。また、フィラーは、青色光を四方八方に散乱させるため
、蛍光体内だけで散乱し、蛍光体から出射しない青色光が増えることになる。このような
青色光の増加は、蛍光体での発光効率を低下させる要因となるとともに、蛍光体内部や蛍
光体の出射端が発熱する要因となる。
【０００７】
　また、一般的には、蛍光体の長期安定性を確保するために、蛍光体とその蛍光体からの
青色光及び蛍光を被検体に向けて出射する照明窓とを密封しているが、密封時には、蛍光
体と照射窓との間に若干の隙間（空気層ともいう）が形成される。この空気層があること
で、一部の青色光や蛍光は、照明窓の出射面から出射せず、照明窓の入射面で反射したり
、また蛍光体の出射面で反射することがある。このような照明窓や蛍光体での反射は、蛍
光の発光効率を低下させる要因となってしまう。
【０００８】
　この問題に対して、照明窓の入射面には反射防止膜（ＡＲコート）を導入することで、
照明窓の入射面での反射を防ぐことができる。しかしながら、蛍光体は製造工程上、出射
面の平面性を確保することができないため、照明窓のような反射防止膜を導入することが
できない。そのため、蛍光体においては反射防止膜を使わずに、青色光や蛍光の反射を防
ぐことが必要となる。
【０００９】
　本発明は、青色光とこの青色光で蛍光体から励起発光させた蛍光とを合波した白色光を
被検体に照射する際に、異なる波長の青色光及び蛍光を被検体に照射することによる色む
らの発生を防ぐとともに、蛍光体での蛍光の発光効率の低下を抑制することができる内視
鏡用投光ユニットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明は、内視鏡の先端部に設けられ、被検体に向けて照
明光を照射する内視鏡用投光ユニットにおいて、所定波長の光の一部を吸収して波長変換
することにより蛍光を生成し、残りの光を透過することにより、前記所定波長の光と前記
蛍光を含む照明光を出射する波長変換部材と、前記波長変換部材を出射した照明光を透明
な基材中に混入した散乱部材で散乱させて前記照明光の広がり角を拡大する広がり角拡大
部と、前記被検体に向けて前記散乱させた照明光を照射する照明窓とを備え、前記波長変
換部材と前記広がり角拡大部、及び、前記広がり角拡大部と前記照明窓は別体で密着して
構成され、前記広がり角拡大部の前記基材の屈折率は、前記波長変換部材の屈折率と前記
照明窓の屈折率の間の値であり、前記波長変換部材及び前記広がり角拡大部は略円柱形状
を有しており、前記広がり角拡大部の径は前記波長変換部材の径よりも大きいことを特徴
とする。
【００１１】
　前記波長変換部材には前記散乱部材は混入されていないことが好ましい。
【００１３】
　前記波長変換部材の屈折率は、１．４６～２．０の範囲内であり、前記照明窓の屈折率
は、１．４０～１．９の範囲内であり、前記基材の屈折率は、前記波長変換部材及び前記
照明窓のそれぞれの屈折率の値の組み合わせに応じて、１．４０～２．０の範囲の中から
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選択されることが好ましい。前記基材の屈折率は、前記波長変換部材の屈折率と前記照明
窓の屈折率の二乗平均値であることが好ましい。
【００１４】
　前記基材は、例えばエポキシなどの有機材料であることが好ましい。前記基材は、無機
材料であることが好ましい。
【００１６】
　前記波長変換部材を保持するフェルールと、前記広がり角拡大部とを保持する金属製の
スリーブを備えることが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、波長変換部材を出射した後の照明光を散乱させることによって、照明
光の広がり角を拡大しているので、波長変換部材内で照明光を散乱させた場合と比較して
、照明光の色むらの発生をより確実に防止することができるとともに、波長変換部材での
発光効率の低下を更に抑制することができる。
【００１８】
　また、広がり角拡大部と照明窓とを別体で構成した場合には、広がり角拡大部に、波長
変換部材の屈折率と照明窓の屈折率の間の中間屈折率を有する基材を含有させることで、
照明光は波長変換部材の出射面や照明窓の入射面などでの反射が防止される。これにより
、波長変換部材や照明窓での照明光の損失を抑えることができる。また、波長変換部材と
広がり角拡大部を密着させるとともに、広がり角拡大部と照明窓とも密着させることで、
波長変換部材の出射面など各境界面での反射が防止される。これによっても、照明光の損
失を抑えることができる。
【００１９】
　また、広がり角拡大部と照明窓とを一体で構成した場合には、波長変換部材と照明窓を
密着させることで、照明光は波長変換部材の出射面や照明窓の入射面などでの反射が防止
される。これにより、照明光の損失を抑えることができる。
【００２０】
　また、広がり角拡大部は金属製のスリーブで保持されていることから、そのスリーブに
、広がり角拡大部内での照明光の散乱による発熱を逃がすことができる。また、広がり角
拡大部の径を波長変換部材の径よりも大きくすることで、波長変換部材で生じた発熱を外
部に逃がす効果を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第１実施形態の内視鏡システムに示す図である。
【図２】第１実施形態の電子内視鏡の先端部の断面を示す図である。
【図３】第１実施形態の電子内視鏡の先端部の先端面を示す図である。
【図４】蛍光体入射時の第１青色レーザ光の広がり角と光強度の関係を表すとともに、広
がり角拡大部を出射した後の第１青色レーザ光及び蛍光の広がり角と光強度の関係を表す
図である。
【図５Ａ】励起光拡散機能と蛍光放射機能を一体化した場合の色ムラ防止効果について説
明するための図である。
【図５Ｂ】励起光拡散機能と蛍光放射機能を分離した場合の色ムラ防止効果について説明
するための図である。
【図６Ａ】励起光拡散機能と蛍光放射機能を一体化した場合の発光効率の低下抑制効果に
ついて説明するための図である。
【図６Ｂ】励起光拡散機能と蛍光放射機能を分離した場合の発光効率の低下抑制効果につ
いて説明するための図である。
【図７】第１実施形態の第１投光ユニットの製造方法を説明するための図である。
【図８】第２実施形態の電子内視鏡の先端部の断面を示す図である。
【図９】第２実施形態の第１投光ユニットの製造方法を説明するための図である。
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【図１０】蛍光体入射時の第１及び第２青色レーザ光の広がり角と光強度の関係を表すと
ともに、広がり角拡大部を出射した後の蛍光、第１及び第２青色レーザ光の広がり角と光
強度の関係を表す図である。
【図１１】フィラーなどの散乱部材を使用しない場合における蛍光及び青色レーザ光（４
０５ｎｍ、４４５ｎｍ）の広がり角と光強度の関係を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１に示すように、第１実施形態の内視鏡システム２は、被検体を撮影する電子内視鏡
１０と、内視鏡画像を生成するプロセッサ装置１２と、このプロセッサ装置１２内に設け
られ、被検体を照明する照明光を供給する光源装置１３と、内視鏡画像を表示するモニタ
１４と、被検体内に送り込む水を貯留する送水タンク１６とを備えている。
【００２３】
　電子内視鏡１０は、患者の体腔内に挿入される挿入部２０と、挿入部２０の基端部分に
連設され、医師や技師などの術者が手元で操作を行なう操作部２２と、操作部２２から延
びるユニバーサルコード２４とからなる。挿入部２０は、先端から順に、先端部２６、湾
曲部２７、及び可撓管部２８で構成されている。先端部２６は、硬質な樹脂材料で形成さ
れている。可撓管部２８は、細径かつ長尺な管状に形成されるとともに、可撓性を有して
おり、操作部２２と湾曲部２７とを接続する。
【００２４】
　湾曲部２７は、操作部２２に設けられた上下用操作ノブ３０及び左右用操作ノブ３１の
回転操作に応じて上下左右に湾曲するように構成されている。上下用操作ノブ３０を回転
操作すると、湾曲部２７が上下方向に湾曲し、左右用操作ノブ３１を回転操作すると、湾
曲部２７が左右方向に湾曲する。
【００２５】
　ユニバーサルコード２４には、プロセッサ装置１２から供給される光及び空気の取り込
みと、電源や各種の制御信号の伝送に用いられるコネクタ３６とが設けられている。電子
内視鏡１０は、コネクタ３６を介してプロセッサ装置１２に着脱自在に接続される。
【００２６】
　光源装置１３は、中心波長４４５ｎｍの第１青色レーザ光を発する第１レーザ光源１３
ａを備えている。第１レーザ光源１３ａから発せられる第１青色レーザ光は、ユニバーサ
ルコード２４内のライドガイド２４ａ，２４ｂを介して、電子内視鏡の先端部２６まで導
光される。導光された第１青色レーザ光は、一部が先端部２６に設けられた蛍光体５０で
吸収されることにより緑色～黄色の蛍光を励起発光させるとともに、蛍光体５０（波長変
換部材）で吸収されなかった光はそのまま蛍光体５０を透過する。これにより、先端部２
６からは、第１青色レーザ光と蛍光が合波した白色光（照明光）が被検体に照射される。
被検体からの戻り光は、被検体の像として電子内視鏡１０内の撮像素子４２（図３参照）
により撮像される。なお、ライトガイド２４ａ，２４ｂは、光ファイバなどの導光部材で
構成される。
【００２７】
　プロセッサ装置１２は、電子内視鏡１０の撮像により得られる撮像信号を、ユニバーサ
ルコード２４内の信号ケーブル２４ｃを介して受信する。プロセッサ装置１２では、受信
した撮像信号に各種画像処理を施すことによって、画像データを生成する。この生成され
た画像データに基づいて、モニタ１４に被検体の内視鏡画像が表示される。
【００２８】
　図２に示すように、電子内視鏡の先端部２６には、被検体に向けて照明光を照射するた
めの２灯の第１及び第２投光ユニット３８，３９と、観察窓４０及び撮像レンズ４１を介
して受光した被検体の像を、CCDなどの撮像素子４２で撮像する撮像ユニット４３が設け
られている。
【００２９】
　図３に示すように、第１及び第２投光ユニット３８，３９は、先端部２６の先端面２６
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ａにおいて、撮像ユニット４３に関して左右対称の位置に設けられている。なお、先端部
２６には、第１及び第２投光ユニット３８，３９、撮像ユニット４３の他、スネアなどの
処置具を露呈させる処置具出口４６や観察窓４０に向けて洗浄用の空気や水を吐出する送
気送水ノズル４８が設けられている。
【００３０】
　第１投光ユニットは、ライトガイド２４ａからの第１青色レーザ光で蛍光体５０を励起
させて蛍光体５０から白色光を発するとともに、発せられた白色光の広がり角を広がり角
拡大部５１で拡げる。広がり角拡大部５１を経た白色光は、石英ガラスやサファイヤガラ
スなどのガラス部材のうち生体適合性を有するもの（例えば「K-LaSFn17」（「http://ww
w.sumita-opt.co.jp/data/glassdata.pdf」の１２０ページ参照））で形成された照明窓
５２を介して、被検体に照射される。なお、蛍光体はＹＡＧやＢＡＭ（BaMgAl１０O１７

）であることが好ましい。
【００３１】
この第１及び第２投光ユニット３８，３９においては、照明窓５２と広がり角拡大部５１
との間、及び広がり角拡大部５１と蛍光体５０との間は、それぞれ隙間無く接触している
（密着している）ため、それらの間に空気層は存在しない。ここで、照明窓５２と広がり
角拡大部５１との間、及び広がり角拡大部５１と蛍光体５０との間に空気層を挟んだ場合
は、空気層を挟まない場合と比べて、光入射・反射面などの境界面の数を減らすことがで
きる（空気層を挟んだ場合は境界面の数が「５」であるのに対し、空気層を挟まない場合
は境界面の数が「３」となる）。そのため、各部材間を密着させて空気層を無くすことに
より、境界面の数を減らすことができる。これにより、境界面での反射を防止することが
できるため、高い光強度を保持した状態で、第１青色レーザ光及び蛍光を被検体に照射す
ることができる。
【００３２】
　蛍光体５０は、一定の外径Ｄ１を持つ略円柱形状を有している。この蛍光体５０には蛍
光物質が混入されており、第１青色レーザ光のうち、一部がその蛍光物質に吸収されて緑
色～赤色の蛍光を発する一方、蛍光物質に吸収されなかった光は蛍光体５０をそのまま透
過する。このように蛍光物質から発せられた蛍光と第１青色レーザ光とが合波されて、蛍
光体５０から白色光が発せられる。
【００３３】
　広がり角拡大部５１は、透明材料からなる基材５１ｂ（図４参照）に、蛍光及び第１青
色レーザ光を散乱させる光散乱部材であるフィラー５１ａを混入させて形成した透光性部
材である。基材５１ｂとしては、例えば、樹脂などの有機材料が使用され、その屈折率が
、蛍光体５０の屈折率と照明窓５２の屈折率の間の材料が使用される。
【００３４】
　この広がり角拡大部５１は略円柱形状をしており、その外径Ｄ２は蛍光体５０の外径Ｄ
１よりも大きくなっている。そのため、蛍光体５０から出射した光のうち、広がり角拡大
部５１に入射しない漏れ光が減るので、光損失を低減できる。また、蛍光体５０の出射面
全体が広がり角拡大部５１と接触しているため、蛍光体５０での発熱が広がり角拡大部５
１に伝達される。なお、蛍光体５０の外径Ｄ１は例えば０．８ｍｍであり、広がり角拡大
部５１の外径Ｄ２は例えば１．１ｍｍであることが好ましい。
【００３５】
　図４に示すように、蛍光体５０に入射する第１青色レーザ光は、光強度が大きい部分の
広がり角は比較的狭くなっている。これに伴って、第１青色レーザ光によって蛍光体５０
で励起される蛍光の広がり角も狭くなる。そこで、蛍光体５０から出射した第１青色レー
ザ光及び蛍光をフィラー５１ａで散乱させることによって、それぞれの光の広がり角を拡
げる。このように第１青色レーザ光及び蛍光の両方の広がり角を拡げることで、それぞれ
の光が重なり合わない部分が無くなるため、色むらの発生を防止できる。
【００３６】
　なお、フィラーとしては、シリカ、石英などが好ましいが、光拡散機能を有するもので
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あればこれに限定されない。また、有機材料としてはエポキシなどの樹脂であることが好
ましいが、短波長の第１青色レーザ光の照射による劣化を考慮する場合には、有機材料に
代えて、シリコンなどの無機材料を使用してもよい。
【００３７】
　蛍光体５０には、広がり角拡大部５１が含有するフィラー５１ａは混入されていない。
このように、フィラー５１ａを、蛍光体５０に混入させるのではなく、蛍光体５０とは別
体の広がり角拡大部５１に混入することによって、励起光である第１青色レーザ光を拡散
する励起光拡散機能と、その第１青色レーザ光により蛍光体５０で励起される蛍光を放射
する蛍光放射機能とを分離することができる。したがって、以下示すような理由から、フ
ィラー５１ａを蛍光体５０に混入させる場合（励起光拡散機能と蛍光放射機能を一体化し
た場合）と比較して、色むらを防止できる効果と、発光効率の低下を抑制できる効果とを
確実に得ることができる。
【００３８】
　色むらの防止効果については、励起光拡散機能と蛍光放射機能を一体化した場合と分離
した場合とで、以下のような違いがある。両機能を一体化した場合には、図５Ａに示すよ
うに、蛍光体５０内のフィラー５１ａによって拡散された第１青色レーザ光は、一部が蛍
光体５０から出射するものの、その他は蛍光体５０内の蛍光物質５０ａで吸収されて蛍光
の励起発光に消費される。これにより、第１青色レーザ光の拡散効果が小さくなるため、
フィラー５１ａによる広がり角拡大効果は低下する。そして、この広がり角拡大効果の低
下によって、色むら防止効果が小さくなる。
【００３９】
　これに対して、図５Ｂに示すように、励起光拡散機能と蛍光放射機能を分離した場合に
は、蛍光体５０を出射した後の第１青色レーザ光に対して、フィラー５１ａで拡散効果が
付与される。この拡散効果が付与された第１青色レーザ光は、照明窓５２を通してそのま
ま被検体に向けて照射されるため、上記のように、蛍光の励起発光に使用されることはな
い。そのため、フィラー５１ａによる拡散効果は、ほぼ１００％広がり角拡大に使用され
る。したがって、励起光拡散機能と蛍光放射機能を一体化した場合と比べて、確実に色む
ら防止効果を得ることができる。
【００４０】
　また、発光効率の低下抑制効果については、励起光拡散機能と蛍光放射機能を一体化し
た場合と分離した場合とで、以下のような違いがある。両機能を一体化した場合には、図
６Ａに示すように、蛍光体５０の蛍光物質５０ａに照射される光には、フィラー５１ａに
衝突せずにそのまま蛍光物質５０ａに照射される第１青色レーザ光だけでなく、フィラー
５１ａに衝突して散乱する第１青色レーザ光も含まれる。フィラー５１ａに衝突した第１
青色レーザ光は、衝突によってエネルギーが減衰するため、その一部は、蛍光物質５０ａ
に照射されても蛍光の励起発光には寄与せず、かつ、蛍光体５０からも出射しない損失光
となる場合がある。損失光のエネルギーは熱に変換されて蛍光体５０内で消失する。損失
光が多いと、発光効率が低下するとともに、蛍光体５０の発熱も大きくなる。
【００４１】
　これに対して、図６Ｂに示すように、励起光拡散機能と蛍光放射機能を分離した場合に
は、蛍光体５０にはフィラー５１ａが入っていないため、蛍光体５０に進入した第１青色
レーザ光において、フィラー５１ａによるエネルギーの減衰はない。したがって、第１青
色レーザ光は、比較的高いエネルギーを保持した状態で蛍光体５０の蛍光物質５０ａに照
射されるため、蛍光の励起光率を向上させることができる。また、蛍光物質に５０ａに吸
収されなかった第１青色レーザ光は、比較的高いエネルギーを保持しているため、ほとん
どが蛍光体５０から出射する。そのため、蛍光体５０内において発熱のみ消費される損失
光が低減される。
【００４２】
　また、蛍光体５０を出射した後の第１青色レーザ光は、蛍光体５０を通過することで、
若干広がり角が拡大している。このように、蛍光体５０自体にも広がり角拡大作用がある
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ため、広がり角拡大部５１におけるフィラー５１ａの混入率を、蛍光体５０の広がり角拡
大効果を差し引いて設定することができる。すなわち、第１青色レーザ光を、蛍光体５０
に直接入射させる場合と比較して、広がり角拡大部５１におけるフィラー５１ａの混入率
を下げることができる。混入率を下げた分だけ、広がり角拡大部５１による広がり角拡大
効果は減少するが、その減少分は、蛍光体５０の広がり角拡大効果によって補償される。
以上から、励起光拡散機能と蛍光放射機能を分離した場合は、それら両機能を一体化した
場合と比べて、発光効率や発熱抑制効果を高めることができる。
【００４３】
　なお、励起光拡散機能と蛍光放射機能を分離した場合には、蛍光の発光効率と第１青色
レーザ光の散乱効率とを分けて考えることができるため、蛍光体５０における蛍光物質の
混入率と、広がり角拡大部５１におけるフィラー５１ａの混入率の設計がしやすい。とい
うのは、蛍光体内にフィラーを混入させる場合には、蛍光体内における蛍光物質とフィラ
ーの相互作用を考慮してそれぞれの混入率を決定しなければならないが、分離していれば
、それぞれの混入率を独立に調整できるので、双方の混入率の最適な組み合わせの選択も
しやすい。
【００４４】
　また、蛍光体５０に対して、別体で構成される広がり角拡大部５１を追加して、かつ、
両者を密着させることで、蛍光体５０単体の場合と比較して、広がり角拡大部５１が追加
された分、熱容量及び表面積が大きくなる。そのため、蛍光体５０の発熱を広がり角拡大
部５１に逃がすことができるようになるため、放熱効果も向上する。
【００４５】
　また、蛍光体５０とは別体の広がり角拡大部５１にフィラー５１ａを設けていることで
、このフィラー５１ａにより散乱する第１青色レーザ光は、大部分が照明窓５２側に向か
うものの、一部は蛍光体５０に向かう戻り光となる。この戻り光は、蛍光体５０に再入射
して、再び蛍光の励起発光に使用される。これにより、蛍光の発光量を増加させることが
できるため、戻り光は有効的に利用される。これに対して、蛍光体５０内にフィラー５１
ａを設けた場合には、フィラー５１ａによって、第１青色レーザ光が照明窓５２とは反対
側（フェルール５５側）に散乱すると、その散乱光の多くは、蛍光体５０から出射して損
失となってしまう。この場合には、散乱光は、上記戻り光のように、蛍光の励起発光に使
用されることないため、有効的に利用されない。
【００４６】
また、第１青色レーザ光は、蛍光体５０、広がり角拡大部５１、照明窓５２、空気層の順
に、蛍光は、広がり角拡大部５１、照明窓５２、空気層の順に、各媒質を透過する。上述
したとおり、光を透過する媒質間の屈折率の差は小さいほど反射が少ないので、反射によ
る光損失を減らすためには、屈折率が最小の空気層（屈折率：１．０）と接する照明窓５
２の屈折率ｎｙを１．０に近づくように最も小さくし、かつ、蛍光体５０の屈折率ｎｘ、
広がり角拡大部５１の屈折率ｎｋ、照明窓５２の屈折率ｎｙの順に、各媒質の屈折率を段
階的に小さくしていくのが好ましい。そのため、広がり角拡大部５１の基材５１ｂの屈折
率ｎｋは、蛍光体５０の屈折率ｎｘと照明窓５２の屈折率ｎｙの中間の値に設定され、か
つ、蛍光体５０、広がり角拡大部５１、照明窓５２の順に各媒質の屈折率が小さくなるよ
うに（ｎｘ＞ｎｋ＞ｎｙ）、それぞれの材料が選択されている。これにより、第１青色レ
ーザ光及び蛍光の光損失が低減されるので、被検体に照射される照明光は高い光強度が確
保される。
【００４７】
　広がり角拡大部５１の基材５１ｂの屈折率ｎｋの値は、１．４０～２．０の範囲（中間
屈折率の範囲）であることが好ましい。一般的に使用される蛍光体５０の材料の屈折率ｎ
ｘは、１．４６～２．０程度であり、照明窓５２の屈折率ｎｙは、１．４０～１．９程度
であり、中間屈折率の範囲は、蛍光体５０の屈折率ｎｘの最大値と、照明窓５２の屈折率
ｎｙの最小値によって規定したものである。広がり角拡大部５１の基材５１ｂの屈折率ｎ
ｋの値は、製品に使用する蛍光体５０の屈折率ｎｘ及び照明窓５２の屈折率ｎｙのそれぞ
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れの値の組み合わせに応じて、その中間の値となるように、上記中間屈折率の範囲の中か
ら適宜選択される。なお、基材５１ｂの材料として、無機材料を用いた場合であっても、
無機材料の好ましい屈折率の範囲は上記の有機材料の場合と同じである。
【００４８】
　また、基材５１ｂの屈折率ｎｋは、蛍光体の屈折率ｎｘと照明窓の屈折率ｎｙの二乗平
均値（ｎｋ＝（０．５×（ｎｘ２＋ｎｙ２））１／２）であることが好ましい。例えば、
ｎｘが１．４６であり、ｎｙが１．４である場合にはｎｋは１．４３である。また、ｎｙ
については１．３～１．４の間の値であることが好ましい。
【００４９】
　第１投光ユニット３８では、ライトガイド２４ａ、蛍光体５０、広がり角拡大部５１、
及び照明窓５２は、以下のように配置される。蛍光体５０とライトガイド２４ａは、互い
に光学的に接続された状態でフェルール５５によって保持される。フェルール５５は中空
の円筒部材であり、軸方向に延びた貫通孔５５ａでライトガイド２４ａを保持する。また
、フェルール５５は、先端側に開口部を有する略円柱状または直方体状の先端収納部５５
ｂ内で、蛍光体５０を接着剤５６によって固定している。
【００５０】
　また、フェルール５５と照明窓５２は金属製のスリーブ６０により保持され、この金属
製のスリーブ６０においてフェルール５５と照明窓５２の間に広がり角拡大部５１が設け
られる。広がり角拡大部５１では、第１青色レーザ光及び蛍光をフィラー５１ａで散乱さ
せているため発熱が生ずるが、広がり角拡大部５１は金属製のスリーブ６０に直接的に接
しているため、その発熱をスリーブ６０に逃がすことができる。これにより、放熱効果を
高めることができる。
【００５１】
　なお、第１投光ユニット３８は以下のような方法により製造することが好ましい。まず
、図７に示すように、照明窓５２をスリーブ６０の照明窓設置部６０ａに対して取り付け
た上で、照明窓設置部６０ａの一部に形成される空間に、基材５１ｂにフィラー５１ａを
混入した有機材料を充填して、広がり角拡大部５１を形成する。次に、先端収納部５５ｂ
に蛍光体５０を固定させたフェルール５５を、スリーブ６０のフェルール挿入孔６０ｂに
挿入する。フェルール５５に固定された蛍光体５０が広がり角拡大部５１と当接する位置
まで挿入されたら、有機材料及びフィラーを硬化させる処理を行う。この処理の完了によ
り、照明窓５２と蛍光体５０の間に広がり角拡大部５１が形成された第１投光ユニット３
８が完成する。この製造後の第１投光ユニット３８においては、照明窓５２と広がり角拡
大部５１との間、及び広がり角拡大部５１と蛍光体５０と間は、それぞれ隙間無く接触し
ている密着した状態となっている。
【００５２】
　第２投光ユニット３９は、第１投光ユニット３８と同様の蛍光体５０、広がり角拡大部
５１、照明窓５２、フェルール５５、及びスリーブ６０を備えている。また、第２投光ユ
ニット３９の各部材の配置及び製造方法は第１投光ユニット３８と同様である。そのため
、詳細な説明は省略する。
【００５３】
　図８に示すように、第２実施形態の第１及び第２投光ユニット１００，１０１は、照明
窓５２に広がり角拡大機能を設けて、照明窓５２と広がり角拡大部を一体にした例である
。照明窓５２は、照明窓５２を形成するための透明材料を基材として、その基材中にフィ
ラー５２ａを混入することで形成される。照明窓５２と蛍光体５０との間は密着される。
それ以外については、第１実施形態と同様に実施する。ここで、密着とは、蛍光体５０と
照明窓５２との間が隙間無く接触することをいう。なお、第２実施形態の第１及び第２投
光ユニット１００，１０１においても、放熱効果等の観点から、略円柱形状の照明窓５２
の外径Ｄ３は、蛍光体５０の外径Ｄ１よりも大きくすることが好ましい。
【００５４】
　第１及び第２投光ユニット１００，１０１のように、照明窓５２にフィラー５２ａを混
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入した場合にも、蛍光体５０からの第１青色レーザ光及び蛍光はフィラー５２ａで散乱す
るため、それぞれの光の広がり角を確実に拡げることができる。また、第１及び第２投光
ユニット１００，１０１においても、上記第１実施形態と同様に、フィラー５１ａを、蛍
光体５０に混入させるのではなく、蛍光体５０とは別体の照明窓５２に混入することによ
って、励起光拡散機能と蛍光放射機能とを分離することができる。この場合は、励起光拡
散機能と蛍光放射機能を一体化した場合と比較して、色むら防止効果、発光効率の低下抑
制効果、発熱抑制効果など上記第１実施形態と同様の効果を確実に得ることができる。
【００５５】
また、照明窓５２は金属製のスリーブ６０と直接的に接触しているため、フィラー５２ａ
による第１青色レーザ光及び蛍光の散乱で発熱が生じたとしても、その熱をスリーブ６０
に逃がすことができる。
【００５６】
　また、第２実施形態の第１及び第２投光ユニット１００，１０１では、蛍光体５０と照
明窓５２とは密着しているため、それらの間に空気層はほとんど存在しない。そのため、
第１青色レーザ光及び蛍光が蛍光体５０の出射面で反射したり、また照明窓５２の入射面
で反射することが防止される。したがって、第１青色レーザ光及び蛍光は、蛍光体５０や
照明窓５２で減衰することなく、ほぼ全てが被検体に照射される。
【００５７】
　なお、第２実施形態の第１及び第２投光ユニット１００，１０１は、蛍光体５０と照明
窓５２とを密着させるため、第１実施形態とは異なる方法で製造される。まず、図９に示
すように、フィラー５２ａを混入させた照明窓５２を、スリーブ６０の照明窓設置部６０
ａに取り付ける。次に、先端収納部５５ｂに蛍光体を固定させたフェルール５５を、スリ
ーブ６０のフェルール挿入孔６０ｂに挿入する。その際、蛍光体５０と照明窓５２とが完
全に接触するまで挿入する。ここで、接触とは、蛍光体５０と照明窓５２との間が隙間無
く接触すること、すなわち密着することをいう。次に、スリーブ６０をアニール装置１１
０に入れ、アニール処理を行う。このアニール処理の完了により、蛍光体５０と照明窓５
２とが密着した第１及び第２投光ユニット１００，１０１が完成する。なお、アニール処
理は、７０～９０℃、１０～３０Ｈの範囲内の所定条件下、例えば８０℃、２０Ｈの条件
下で行うことが好ましい。
【００５８】
　なお、上記第１及び第２実施形態では、中心波長４４５ｎｍの第１青色レーザ光のみで
蛍光体を励起したが、この第１青色レーザ光に加えて、中心波長４０５ｎｍの第２青色レ
ーザ光で蛍光体を励起してもよい。その際、第２青色レーザ光は、第１青色レーザ光とと
もに蛍光体５０に入射させる。
【００５９】
　このように第１及び第２青色レーザ光の２波長の光で蛍光体を励起する場合にも、図１
０に示すように、蛍光体５０の入射時点では、第１及び第２青色レーザ光の広がり角及び
それら光で蛍光体５０から励起される蛍光の広がり角も狭くなっているが、蛍光体５０の
出射後には、広がり角拡大部５１でそれぞれ光の広がり角は拡げられるため、色むらが生
じることはない。また、蛍光体５０を励起する光を１種類追加したことで、広がり角拡大
部５１で散乱する光の量も多くなり発熱量が増加するが、その発熱は金属製のスリーブ６
０に十分に逃がすことができるため、放熱効果が落ちることは無い。
【００６０】
　また、図１０の場合においても、上記第１実施形態と同様に、フィラー５１ａを、蛍光
体５０に混入させるのではなく、蛍光体５０とは別体の広がり角拡大部５１に混入するこ
とによって、励起光拡散機能と蛍光放射機能とを分離することができる。そのため、励起
光拡散機能と蛍光放射機能を一体化した場合と比較して、色むら防止効果、発光効率の低
下抑制効果、発熱抑制効果など上記第１実施形態と同様の効果を確実に得ることができる
。
【符号の説明】
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【００６１】
３８，３９　第１及び第２投光ユニット
５０　蛍光体
５１　広がり角拡大部
５１ａ，５２ａ　フィラー
５２　照明窓
５５　フェルール
６０　スリーブ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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